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キャリアアップ助成⾦

 制度の目的

有期雇用労働者､短時間労働者､派遣労働者など
いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリ
アアップを促進するため､正社員化､処遇改善の
取組を実施した事業主に対して助成する制度
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キャリアアップ助成⾦

 受給までの流れ
｢キャリアアップ助成⾦｣の
活用に当たっては､各コース
実施日の前日までに「キャ
リアアップ計画」(労働組合
等の意⾒を聴いて作成)等を
作成し､提出することが必要
です。

資料︓厚⽣労働省
「キャリアアップ助成⾦のご案内」
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キャリアアップ助成⾦

 企業規模
中小企業とそれ以外の企業では､助成率が異なる

 中小企業事業主の範囲
資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数

小売業 5,000万円以下

ま
た
は

50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種 3億円以下 300人以下
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キャリアアップ助成⾦

【正社員化コース】
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した
場合に助成される

【助成⾦の額】1人当たりの⾦額､（）内は⽣産性の向上が認められる場合

転換または
直接雇用の形態

中小企業 大企業

①有期➡正規 57万円(72万円) 42万7,500円(54万円)

②有期➡無期 28万5,000円(36万円) 21万3,750円(27万円)

③無期➡正規 28万5,000円(36万円) 21万3,750円(27万円)

<①〜③あわせて､1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
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キャリアアップ助成⾦
【加算額】

中小企業 大企業

派遣労働者を派遣先で
直接雇用

①③に該当:28万5,000円
(36万円)

同額

母子家庭の母または
父子家庭の父を転換
または直接雇用

①に該当:9万5,000円
(12万円)

同額

②③に該当:4万7,500円
(6万円)

同額

勤務地限定正社員､職務限定正社員､短時間正社員などの「多様な正社員」も
正規雇用労働者とみなされる

中小企業 大企業

勤務地限定･職務限定･
短時間制社員制度を
新たに規定し､
転換または直接雇用

①③に該当:9万5,000円
(12万円)

①③に該当:7万1,250円
(9万円)

 1人当たりの⾦額

 1事業所あたり1回のみ
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キャリアアップ助成⾦

 対象となる労働者
 支給対象事業主に雇用される期間が通算して

6ヶ月以上の有期雇用労働者､または無期雇用労働
者。（有期雇用労働者は雇用期間が3年以内の者）
 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者（令和２年１月

24日以降の退職者）で就労経験のない職業に就くことを希望す
る者が「紹介予定派遣」の後､派遣先の事業所に正社員として直
接雇用された場合､直接雇用前の期間が２か月以上〜６か月未満
でも支給対象となる
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キャリアアップ助成⾦

 対象となる労働者
 6ヶ月以上の期間継続して派遣先の事業所で業務に

従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者

 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇入
れた有期雇用労働者等でないこと
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キャリアアップ助成⾦

 支給要件
 雇用保険適用事業所の事業主であること

 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者
を置いていること

 対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局⻑の受給資格の認定を受けていること

 キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り
組んだ事業主であること
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キャリアアップ助成⾦

 対象となる事業主
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者､または無期雇用

労働者に転換する場合､および無期雇用労働者を正
規雇用労働者に転換する場合

 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換する制度を労
働協約または就業規則等に規定していること

⾯接試験や筆記試験等の適切な⼿続き､
要件および転換が明示されていること

 転換後6か月以上の期間継続して雇用し､6ヶ月分の賃⾦を
支給したこと
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キャリアアップ助成⾦

 対象となる事業主
 支給申請日において当該制度を継続して運用していること

 転換後６か月間の賃⾦を､転換前6か月間の賃⾦より
3％以上増額させていること

基本給および定額で支給される諸⼿当を含む
賃⾦の総額 ※賞与は含めない

 転換日の6か月前の日から1年を経過する日までの間に､会
社都合の離職がないこと
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キャリアアップ助成⾦

 対象となる事業主
② 派遣労働者を正規雇用労働者､または無期雇用労働

者として直接雇用する場合

 派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として
直接雇用する制度を労働協約または就業規則等に規定して
いること

 6か月以上の期間継続して同一の派遣労働者を受け入れて
いること

 直接雇用後6か月以上の期間継続して雇用し､6ヶ月分の賃
⾦を支給したこと
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キャリアアップ助成⾦

 対象となる事業主
 支給申請日において当該制度を継続して運用して

いること

 転換（直接雇用）後６か月間の賃⾦を､転換（直接
雇用）前6か月間の賃⾦より3％以上増額させてい
ること
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キャリアアップ助成⾦

 支給申請必要書類
提出書類

１ 支給要件確認申立書（共通要領様式第1号）

２ 支払方法・受取人住所届

３ 労働局長の認定を受けたキャリアアップ計画書（写）

４ 転換制度または直接雇用制度が規定されている労働協約または就業規則

５ 対象労働者の転換前および転換後の雇用契約書

６ 対象労働者の賃金台帳および賃金3％以上増額に係る計算書

７ 対象労働者の出勤簿､タイムカード等

８
中小企業事業主である場合､中小企業事業主であることを確認できる
書類
・登記事項証明書等

※これ以外にも労働局が必要と認める書類の提出を求められることがあります
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キャリアアップ助成⾦

 支給申請期間
支給申請期間は､転換した対象労働者に転換後賃⾦を
6ヶ月分支給した日の翌日から起算して2か月以内
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キャリアアップ助成⾦

 賃⾦３％以上増額に係る計算⽅法
①転換前後で所定労働時間や給与支給形態に変更がない場合

（転換後６か⽉の賃⾦総額－ 転換前６か⽉の賃⾦総額）／ 転換前６か⽉の賃⾦総額× 100 ≧ ３％
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キャリアアップ助成⾦
②転換前後で所定労働時間や給与の支給形態（時給から月給等）に

変更があった場合
賃⾦を所定労働時間で除し､１時間あたりの賃⾦を算出した上で⽐較すること

計算については厚⽣労働省ホームページ「賃⾦上昇要件確認ツール」参照 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801_00006.html

★賃⾦３％以上増額の際に含めることのできない⼿当の例

・通勤⼿当 ・住宅⼿当 ・燃料⼿当 ・工具⼿当 ・歩合給 ・精皆勤⼿当 ・食事⼿当 ・時間外労働⼿当 ・賞与
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キャリアアップ助成⾦

 就業規則規定例 ①

第〇条（正規雇用への転換）
勤続〇年以上の者で､本人が希望する場合は､正規雇用に転換

させることがある。

２ 転換時期は､原則毎月1日とする。ただし､所属⻑が許可した
場合はこの限りではない。

３ 人事評価結果としてC以上の評価を得ている者または所属
⻑の推薦がある者に対し､⾯接および筆記試験を実施し､合格し
た場合について転換することとする。
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キャリアアップ助成⾦

 就業規則規定例 ②

第〇条（無期雇用への転換）
勤続〇年以上の者で､本人が希望する場合は､無期雇用に転

換させることがある。

２ 転換時期は､原則毎月1日とする。ただし､所属⻑が許可し
た場合はこの限りではない。

３ 所属⻑の推薦がある者に対し､⾯接および筆記試験を実施
し､合格した場合について転換することとする。
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キャリアアップ助成⾦

 就業規則規定例 ③

第〇条（派遣社員からの採用）
会社は､派遣社員を､本人が希望する場合は､正規雇用または

無期雇用として採用することがある。

２ 転換時期は､原則毎月1日とする。ただし､所属⻑が許可し
た場合はこの限りではない。

３ 所属⻑の推薦がある者に対し､⾯接および筆記試験を実施
し､合格した場合について採用することとする。
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キャリアアップ助成⾦

 生産性要件とは
企業における⽣産性向上の取組を支援するため､⽣産性を向上
させた企業が労働関係助成⾦を利用する場合､その助成額や
助成率が増額する制度

助成⾦の支給申請を⾏う直近の会計年度における「⽣産性」が
 その3年度前に⽐べて6％以上伸びていること



Copyright(c) 社会保険労務士法人ヒューマン・プライム. All Rights Reserved. 22

キャリアアップ助成⾦

 ⽣産性要件を算定するための「⽣産性要件算定シート」が
提供されている
ダウンロードはこちら（↓）から
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

付加価値とは、下記の式で算定される。

営業利益
＋

人件費
＋

減価償却費
＋

動産・不動産賃借料＋租税公課
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キャリアアップ助成⾦
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キャリアアップ助成⾦

 キャリアアップ計画
① キャリアアップ計画とは

有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組
みを計画的に進めるため､対象者､目標､期間､目標を
達成するために事業主が⾏う取り組みなどをあらか
じめ記載するもの

※キャリアアップ計画は､当初の予定を記載するものであり､
随時変更できる
変更の際は､必ず「キャリアアップ計画変更届」を提出
する必要がある
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キャリアアップ助成⾦

 キャリアアップ計画
② キャリアアップ計画作成にあたっての注意点

 3年以上5年以内の計画期間を定める

 キャリアアップ管理者を決める

※）キャリアアップ管理者とは

事業所に雇用されている方の中で、非正規雇用労働者のキャリアアップに取
り組む者として、必要な知識および経験を有していると認められる方。
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キャリアアップ助成⾦
※キャリアップ計画書

作成例
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キャリアアップ助成⾦
※キャリアップ計画書作成例
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キャリアアップ助成⾦
※キャリアップ支給申請書
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キャリアアップ助成⾦
※正社員化コース（内訳）
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キャリアアップ助成⾦
※支給要件確認申⽴書
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特定求職者雇⽤開発助成⾦

 制度の目的

いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどに
より十分なキャリア形成がなされず､正規雇用労働者
としての就業が困難な方を対象とし､正規雇用労働者
としてハローワーク等（職業紹介事業者含む）を通し
て雇入れる事業主に対して支給されるもの

（氷河期世代安定雇⽤実現コース）
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特定求職者雇⽤開発助成⾦

 対象となる労働者
① 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方

② 雇入れ日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働
者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であ
り､雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労
働者として雇用されたことがない方

③ ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非
正規雇用労働者である方でかつ､ハローワークなどにお
いて､個別支援等の就労に向けた支援を受けている方

④ 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

（氷河期世代安定雇⽤実現コース）
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特定求職者雇⽤開発助成⾦

 正規雇⽤労働者とは

 期間の定めのない労働契約を締結している労働者

 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労
働者の所定労働時間（週30時間以上）と同じ労働者

 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用され
る就業規則などに規定する賃⾦の算定方法および支
給形態､賞与､退職⾦､休日､定期的な昇給や昇格の労
働条件について⻑期雇用を前提とした待遇が適用さ
れている労働者

（氷河期世代安定雇⽤実現コース）
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特定求職者雇⽤開発助成⾦

 支給額
 対象期間を6か月ごとに区分し､一定額を支給

（氷河期世代安定雇⽤実現コース）

企業規模 支給対象期間

支給額

支給総額

第1期 第2期

大企業 1年 25万円 25万円 50万円

中小企業 1年 30万円 30万円 60万円
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特定求職者雇⽤開発助成⾦

 対象となる事業主

① 雇用保険の適用事業主

② 対象労働者をハローワーク等の紹介によって正規雇
用労働者として､かつ雇用保険の一般被保険者として
雇用することが確実であると認められること

③ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間（以下「基準期
間」という。）に､会社都合の離職がないこと

（氷河期世代安定雇⽤実現コース）
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特定求職者雇⽤開発助成⾦

 対象となる事業主
④ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発

助成⾦の支給決定がなされた者を､支給申請日の前日か
ら過去3年間に､その助成対象期間中に会社都合の解雇
をしていないこと

⑤ 基準期間に､倒産や解雇など特定受給資格者となる離職
理由で離職した被保険者数が､対象労働者の雇入れ日に
おける被保険者数の6％を超えていないこと

⑥ 対象労働者の労働者名簿､賃⾦台帳､出勤簿などの書類
を整備・保管していること

（氷河期世代安定雇⽤実現コース）
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特定求職者雇⽤開発助成⾦

 雇⼊れから支給申請までの流れ

（氷河期世代安定雇⽤実現コース）
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特定求職者雇⽤開発助成⾦
※支給申請書記載例

（氷河期世代安定雇⽤実現コース）
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トライアル雇⽤助成⾦

 制度の目的
職業経験､技能､知識等の不⾜などから安定的な
就職が困難な求職者について､ハローワークや
職業紹介事業者等の紹介により､
原則3か月間試⾏雇用した場合に助成される制度
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トライアル雇⽤助成⾦

 対象となる労働者
① 対象労働者がハローワーク等からの紹介の日（以

下「紹介日」という。）において､次のいずれにも
該当しない者であること

 安定した職業に就いている者

 自ら事業を営んでいる者または役員についている者

 学校に在籍している者

 トライアル雇用期間中の者
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トライアル雇⽤助成⾦

 対象となる労働者
② 次のいずれかに該当する者

 紹介日前2年以内に､2回以上離職または転職を繰り
返している者

 紹介日前において離職している期間が1年を超えて
いる者

 妊娠､出産または育児を理由として離職した者であ
って､紹介日前において安定した職業に就いていな
い期間が1年を超えているもの
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トライアル雇⽤助成⾦

 対象となる労働者
② 次のいずれかに該当する者

 55歳未満で､ハローワーク等において担当者制によ
る個別支援を受けている者

 紹介日において就職支援にあたって特別の配慮を
要する者
 ⽣活保護受給者

 ⺟⼦家庭の⺟等

 父⼦家庭の父

 日雇労働者

 季節労働者

 中国残留邦人等永住帰国者

 ホームレス

 住居喪失不安定就労者

 ⽣活困窮者
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トライアル雇⽤助成⾦

 対象となる労働者

③ ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人
に対して､ハローワーク等の紹介により雇入れ
ること

④ 原則3か月のトライアル雇用をすること

⑤ 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働
者と同程度であること
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トライアル雇⽤助成⾦

 支給額

 対象者1人当たり､月額4万円（最⻑3か月）

※対象者が⺟⼦家庭の⺟等､または父⼦家庭の父の場合､
月額5万円
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トライアル雇⽤助成⾦

 対象となる事業主
① ハローワーク等のトライアル雇用求人にかかる紹介に

より､対象者をトライアル雇用したこと

② 紹介日前に､当該対象者を雇用することを約していない
こと

③ 過去3年間に､当該トライアル雇用にかかる対象者を雇
用していないこと

④ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月
前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期
間（以下「基準期間」という。）に､会社都合の離職が
ないこと
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トライアル雇⽤助成⾦

 支給申請スケジュール

 トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介した
ハローワーク等に実施計画書を提出

 実施計画書には、雇用契約書を添付
 トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に支給

申請書を提出
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トライアル雇⽤助成⾦
※実施計画書
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トライアル雇⽤助成⾦
※支給申請書
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助成⾦全般注意事項

 次のいずれかに該当する事業主は助成⾦を
受給できない。
① 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年

度の労働保険料を納入してない場合

② 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の
違反を⾏った場合

③ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら
の営業の一部を受託する営業を⾏う事業主

④ 暴⼒団と関わりのある事業主

⑤ 支給決定時に、雇用保険適用事業所でない場合
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